
開発行為事前協議～開発行為許可申請までの流れ

開発行為事前協議書を町へ提出（8部）

協議経過書を事業者へ通知

協議経過書回答を町へ提出 地元協議報告書を町へ提出
（データ提出可） （自治区長印押印のうえ1部提出）

協議経過書回答の修正等を事業者へ通知

開発行為事前協議完了を事業者へ通知

開発行為許可申請書を町へ提出
（正本1部、副本2部※1ha超えの場合は副本3部）

町より三重県（四日市建設事務所）へ申請書提出

・通知まで約3-4週間
・メール等で通知

修正等した回答を町へ提出

・処理目安：通知まで約2-4週間
・メール等で通知

・処理目安：県への提出まで約2-4週間

・通知までの処理目安は事案により変動
・メール等で通知

・処理目安：通知まで約2-4週間
・メール等で通知

【凡例】青枠は事業者作業 緑枠は町作業

※その他
・朝日町内の開発行為においては三重県が許可を行います。事前協議以外の開発行為に
関することは基本的に三重県に問合せてください。
・処理目安について書類不備等の是正に要する期間は含まれていません。
・処理目安について申請の内容や混雑具合などによりこれを超えることもあります。
・町の処理について事業者等の都合による早期処理の催促等は固くご遠慮願います。
・町の処理について進捗状況の過度な確認等は固くご遠慮願います。

・地元協議報告書は事前協議書と同時提出可


